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１ 統計法の全部改正 

  最初に堅苦しい法律のはなしで恐縮ですが、国が実施する政府統計は、「統計法」という法律をその根拠

としています。統計法は、昭和２２年に制定されて以来、大きく変わることはありませんでしたが、社会

や経済状況の変化に対応するため、平成１９年５月、約６０年ぶりに全部改正され、新しい統計法（平成

１９年法律第５３号）として、平成２１年４月１日より全面施行されました。この改正で、基本的な考え

方が、それまでの「行政のための統計」から、表題にあるように「社会の情報基盤としての統計」へと大

きく変わりました。 

 

２ 統計データの利用 

  総務省統計局が毎月公表している統計調査に「家計調査」というものがあります。この家計調査は、一

定の統計上の抽出方法に基づき選定された全国約９千世帯の方々を対象として、毎月、家計の収入・支出

などを調査しているもので、大阪府内では、大阪市、堺市など６調査市から４２２世帯のご協力をいただ

いています。全国約９千世帯の方々に家計簿をつけていただいて、それを集計している調査と言い換えれ

ば、ご理解いただきやすいのではないでしょうか。 

  下の（表１）は、家計調査の１世帯当たり月別消費支出のうち、昨年１０月から今年３月までの東京都

区部、名古屋市及び大阪市における「めん類」の支出金額とその内訳を表したものです。 

（表１） 

  この表から「めん類」全体の支出額は、３都市とも大きな相違はないものの、「生うどん・そば」の項目

については、大阪市が他の２地域に比べて突出していることが見て取れます。都市ごとの物価を考慮する

必要はありますが、大阪人は、他の地域の人に比べて、特に「生うどん・そば」が好きだと言えます。 

  このように、統計データから、「県民性」、「嗜好性」を読み取ることが可能なのです。 
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  次に、（表２）は同時期・同地域において、他の項目について表したものです。 

（表２） 

  １０月から翌年３月までの半年間で、「もち」の項目は、３都市とも１２月の支出が突出しています。こ

れは、どの地域でも、お正月の準備のために、各世帯が１２月にお餅を買ったことが「家計調査」に表れ

ているのです。同様に、「チョコレート」の項目では、２月の支出が突出していますが、その理由について

は、みなさんもすぐお分かりになると思います。 

  このように、統計データからは、「季節感」を読み取ることもできるのです。 

 

３ 政府統計共同利用システム 

  それでは、統計データはどこから入手すればよいのでしょうか。 

  実は、インターネットをご利用できる環境にある方であれば、どなたでも、希望する統計データを電子

データで簡単に入手することが可能です。 

  インターネットのアドレス http://e-stat.go.jp を入力していただくと、 

 このような「e-Stat」と呼ばれるポータルサイト（インターネットの入り口となるWebサイト）が、表示さ

れます。これは、各府省がそれぞれ整備していた統計関係のシステムの機能の一部を集約させて、政府全

体で共用することを目的とした統計関係の一元システム「政府統計共同利用システム」の中で、インター

ネットを通じて国民にも利用可能としたものです。 
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  そこで、この「e-Stat」から検索条件等を入力することで、ご希望の統計データにたどり着くことがで

きます。また、ここからは、府省を問わず、政府が実施・公表している統計データを入手することができ

ます。先ほどの家計調査による統計データもここから入手したものです。 

 

４ 大阪府の統計情報 

  次に、大阪府内の統計情報について知りたいときはどうすればよいのでしょうか。 

  「e-Stat」でも統計データは入手できますが、「大阪府内の市町村別データが欲しい。」というような場

合は、インターネットのアドレス http://www.pref.osaka.jp/toukei/top/index.html を入力してくだ

さい。 

 こちらは、大阪府の統計情報についてのポータルサイトになっています。 

  分野別索引や統計調査別の索引によって、ご希望の統計データに行き当たることができます。また、統

計データは、ご活用いただきやすいように、原則として「エクセル表」で提供しています。 

 

５ むすび 

   児童・生徒のみなさんは、もう夏休みに入っていますが、保護者の方々も含めて、長い休みの中での悩

みの種が「夏休みの自由研究」ではないでしょうか。 

   これまでご説明したように、インターネットに接続することによって、ご自分に興味のあることについ

て、いろいろな角度から統計データを入手することができます。統計データは、客観的な事実の集まりに

すぎませんが、さまざまな統計データを比較・検討することによって、きっと何かを発見することができ

るでしょう。 

   結びに、今回ご紹介した「統計データの利活用」方法が、みなさんの今後の取り組みのヒントになれば

幸いです。 


